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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第51期

第１四半期累計期間
第52期

第１四半期累計期間
第51期

会計期間
自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

自 2022年７月１日
至 2022年９月30日

自 2021年７月１日
至 2022年６月30日

売上高 (千円) 3,587,168 4,575,037 17,009,363

経常利益又は経常損失(△) (千円) △18,125 52,125 204,043

四半期(当期)純利益又は四半期純
損失(△)

(千円) △17,757 26,139 121,056

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) 5,051 6,742 23,556

資本金 (千円) 867,500 867,500 867,500

発行済株式総数 (千株) 1,331 1,331 1,331

純資産額 (千円) 4,261,019 4,574,235 4,678,487

総資産額 (千円) 13,741,689 14,377,378 14,094,086

１株当たり四半期(当期)純利益
又は１株当たり四半期純損失(△)

(円) △15.56 20.74 100.58

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － 100.00

自己資本比率 (％) 31.0 31.8 33.2

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経

営者が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識してい

る主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はあ

りません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日において当社が判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の分析

当第１四半期累計期間における日本経済は、各種政策の効果や新型コロナウイルス感染症への対策により、経

済社会活動の正常化が進み、景気は緩やかに持ち直しの傾向が見られました。一方で、世界的な金融引締め等に

より海外の景気は低迷しており、これに影響されて我が国においても景気が低迷する恐れがあります。また、依

然として物価の上昇が続いており、当社を取り巻く経営環境の不透明な状態が続いております。

建設業界におきましては、公共投資は底堅い動きとなっており、民間企業の建設投資についても徐々に持ち直

しの傾向が見受けられるものの、建設資材の価格高騰等の影響もあり、今後も建設需要やニーズの変化に対して

より一層注視が必要な状況が続いております。

住宅業界におきましては、新設住宅着工戸数は、持家の着工はこのところ弱含んでおり、貸家及び分譲住宅の

着工は底堅い動きとなっておりますが、昨春より続く木材価格の高騰、特にウッドショックの影響により、これ

までにない原価上昇圧力にさらされる状況に置かれております。

介護業界におきましては、高齢化率の上昇に伴い、社会インフラとしてサービスの安定供給が一層高まるなか、

介護事業者については、有効求人倍率が高い数値で推移しており、引き続き介護人材の確保と組織づくりが介護

事業者の課題となっております。

このような情勢のなか、当社は、神奈川・東京を中心とした営業エリアにおいて、お客様の感動を創造し、人

生のさまざまなステージを支える生活舞台創造企業を目指して事業展開を図ってまいりました。

この結果、第１四半期累計期間における業績は、売上高45億75百万円（前年同期比27.5％増）、営業利益79百

万円（前年同期は営業損失１百万円）、経常利益52百万円（前年同期は経常損失18百万）、四半期純利益26百万

円（前年同期は四半期純損失17百万円）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

<建設事業>

売上高は、前年同期に比して完成工事の増加により、22億21百万円（前年同期比56.7％増）、営業利益は66

百万円（前年同期比103.4％増）となりました。

<不動産販売事業>

不動産販売部門に係る売上はございません。
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<建物管理事業>

売上高は、手持ち大規模修繕工事の順調な進捗により、９億46百万円（前年同期比9.1％増）、営業利益は92

百万円（前年同期比33.8％増）となりました。

<介護事業>

売上高は、入居率の向上により、14億７百万円（前年同期比8.0％増）、営業利益は55百万円（前年同期比

21.7％増）となりました。

②財政状態の状況

(資産の部)

当第１四半期会計期間末における資産の残高は、143億77百万円(前事業年度末残高140億94百万円)となり２億

83百万円増加しました。その主な要因は、現金預金が４億83百万円増加し、完成工事未収入金等が１億２百万円

減少したことによるものであります。

(負債の部)

当第１四半期会計期間末における負債の残高は、98億３百万円(前事業年度末残高94億15百万円)となり３億87

百万円増加しました。その主な要因は、長期借入金が３億64百万円、未成工事受入金が２億64百万円増加し、工

事未払金等が２億67百万円減少したことによるものであります。

(純資産の部)

当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、45億74百万円(前事業年度末残高46億78百万円)となり１億

４百万円減少しました。

(2) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。

(5) 主要な設備

当第１四半期累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前事業年度末における計画の著しい

変更はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定、または、締結等はありません。

　



― 5 ―

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 4,400,000

計 4,400,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2022年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年11月11日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,331,220 1,331,220
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であ
ります。

計 1,331,220 1,331,220 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年７月１日～
2022年９月30日

― 1,331,220 ― 867,500 ― 549,500

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2022年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

① 【発行済株式】

2022年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 69,700
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

12,570 同上
1,257,000

単元未満株式
普通株式

― 同上
4,520

発行済株式総数 1,331,220 ― ―

総株主の議決権 ― 12,570 ―

(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式72株が含まれております。

② 【自己株式等】

2022年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

（自己保有株式）
工藤建設株式会社

神奈川県横浜市青葉区
新石川四丁目33番地10

69,700 ― 69,700 5.24

計 ― 69,700 ― 69,700 5.24

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (2007年内閣府令第63号。

以下、「四半期財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」 (1949年建設省令第14号)に準じ

て記載しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(2022年７月１日から2022年９月

30日まで)及び第１四半期累計期間(2022年７月１日から2022年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について監査法人

ＦＲＩＱによる四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

　



― 8 ―

１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2022年６月30日)

当第１四半期会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,741,602 2,224,641

完成工事未収入金等 2,987,554 2,884,833

未成工事支出金 40,288 67,753

不動産事業支出金 398,274 414,074

貯蔵品 36,810 34,155

その他 555,248 498,542

貸倒引当金 △10,602 △10,107

流動資産合計 5,749,177 6,113,893

固定資産

有形固定資産

土地 1,945,680 1,945,680

その他（純額） 1,317,124 1,289,930

有形固定資産合計 3,262,804 3,235,610

無形固定資産

無形固定資産合計 134,190 120,632

投資その他の資産

差入保証金 4,007,154 4,004,399

その他 948,088 910,089

貸倒引当金 △7,328 △7,246

投資その他の資産合計 4,947,914 4,907,242

固定資産合計 8,344,909 8,263,485

資産合計 14,094,086 14,377,378

負債の部

流動負債

工事未払金等 1,263,937 996,886

短期借入金 1,530,000 1,740,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1 566,162 ※1 644,192

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 28,098 15,148

未成工事受入金 303,457 567,594

完成工事補償引当金 45,673 50,756

賞与引当金 96,177 82,398

転貸損失引当金 57,820 53,197

その他 1,358,889 1,183,707

流動負債合計 5,270,215 5,353,879

固定負債

社債 20,000 10,000

長期借入金 ※1 1,116,729 ※1 1,481,006

預り保証金 2,316,790 2,293,626

転貸損失引当金 112,562 97,000

その他 579,302 567,630

固定負債合計 4,145,384 4,449,263

負債合計 9,415,599 9,803,143
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(単位：千円)

前事業年度
(2022年６月30日)

当第１四半期会計期間
(2022年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 867,500 867,500

資本剰余金 549,500 549,500

利益剰余金 3,413,533 3,313,528

自己株式 △171,994 △171,994

株主資本合計 4,658,538 4,558,533

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 19,948 15,701

評価・換算差額等合計 19,948 15,701

純資産合計 4,678,487 4,574,235

負債純資産合計 14,094,086 14,377,378
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年７月１日
　至 2022年９月30日)

売上高

完成工事高 ※ 1,643,452 ※ 2,526,974

不動産事業等売上高 640,836 640,522

介護事業売上高 1,302,879 1,407,540

売上高合計 3,587,168 4,575,037

売上原価

完成工事原価 1,389,261 2,205,534

不動産事業等売上原価 550,804 531,781

介護事業売上原価 1,205,515 1,301,675

売上原価合計 3,145,582 4,038,992

売上総利益

完成工事総利益 254,190 321,439

不動産事業等総利益 90,031 108,740

介護事業総利益 97,363 105,865

売上総利益合計 441,585 536,045

販売費及び一般管理費 443,078 456,957

営業利益又は営業損失（△） △1,492 79,087

営業外収益

受取利息 1,036 1,014

受取配当金 8,250 3,960

その他 2,579 2,248

営業外収益合計 11,865 7,223

営業外費用

支払利息 21,900 22,465

その他 6,597 11,720

営業外費用合計 28,498 34,186

経常利益又は経常損失（△） △18,125 52,125

特別利益

固定資産売却益 99 －

特別利益合計 99 －

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △18,025 52,125

法人税、住民税及び事業税 3,674 5,840

法人税等調整額 △3,941 20,144

法人税等合計 △267 25,985

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,757 26,139
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項

に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する

こととしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。

(四半期貸借対照表関係)

※１ 財務制限条項

前事業年度(2022年６月30日現在)

① 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2023年６月15日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度

末現在700,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項（ⅰ）から（ⅱ）が付されてお

ります。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。

（ⅰ）決算期末日（各事業年度の末日）における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の

直前の決算期末日の金額の75％以上に維持すること。

（ⅱ）決算期末日（各事業年度の末日）における連結及び単体の損益計算書において、２期連続して経常損失を

計上しないこと。

② 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2028年３月31日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業

年度末現在410,705千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項（ⅰ）から（ⅱ）が付され

ております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱

に定める利率(年率)に変更されることとなります。

（ⅰ）単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2020年６月期

末の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

（ⅱ）単体の損益計算書上の経常損益につき２期（但し、中間期は含まない。）連続して損失を計上しないこ

と。

③ 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2026年９月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業

年度末現在382,500千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項（ⅰ）から（ⅱ）が付され

ております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱

に定める利率(年率)に変更されることとなります。

（ⅰ）単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2020年６月期

末の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

（ⅱ）単体の損益計算書上の経常損益につき２期（但し、中間期は含まない。）連続して損失を計上しないこ

と。

④ 当社は、㈱三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2023年３月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当

事業年度末現在190,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項（ⅰ）から（ⅱ）が付

されております。当該条項のいずれか１項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。

　また、当該条項のいずれかの同一項目に２期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。

（1）本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から３ケ月後の

応当日（決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しな

い場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。）の翌月以降、最初に到来する各

個別貸付の支払日の翌日（翌年の年度決算期の末日から３ケ月後の応当日（当該日を含む。）までに新規に

実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日）（当該日を含む。）から、翌年の年度決算期の末

日から３ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日（当該日を含む。）までの期

間につき、以下のとおり変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該

抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。

変更後の「利率」＝原契約の「利率」＋0.5％

（2）借入人は当該抵触が判明した時点から２ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。ま

た担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。

（ⅰ）2016年６月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産
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の部の合計額を、2015年６月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期

の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

（ⅱ）2016年６月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損

益の金額を０円以上に維持すること。

⑤ 当社は、㈱りそな銀行との間で、返済期限を2022年12月30日とする相対型コミットメントライン契約を締結

しており、当事業年度末現在は借入金残高はありません。この契約には、下記の財務制限条項（ⅰ）から（ⅱ）

が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱りそな銀行の当社に対する通知により、当社は㈱りそな銀

行に対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに本契約に基づき当社が支払義務を負担する

全ての金員を支払い、かつ、本契約は終了することとなります。

（ⅰ）本契約締結日以降の決算期（第二四半期を含まない）の末日における単体の貸借対照表における純資産の

部（資本の部）の金額を、前年同期比75％以上に維持すること。

（ⅱ）本契約締結日以降の決算期（第二四半期を含まない）の末日における単体の損益計算書に示される経常損

益を損失とならないようにすること。

当第１四半期会計期間(2022年９月30日現在)

① 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2023年６月15日とする当座貸越契約を締結しており、当第１四半

期会計期間末現在200,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項（ⅰ）から（ⅱ）が

付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することと

なります。

（ⅰ）決算期末日（各事業年度の末日）における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の

直前の決算期末日の金額の75％以上に維持すること。

（ⅱ）決算期末日（各事業年度の末日）における連結及び単体の損益計算書において、２期連続して経常損失を

計上しないこと。

② 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2028年３月31日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当第１

四半期会計期間末現在392,846千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項（ⅰ）から

（ⅱ）が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレ

ッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。

（ⅰ）単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2020年６月

期末の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

（ⅱ）単体の損益計算書上の経常損益につき２期（但し、中間期は含まない。）連続して損失を計上しないこ

と。

③ 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2026年９月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当第１

四半期会計期間末現在360,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項（ⅰ）から

（ⅱ）が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレ

ッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。

（ⅰ）単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2020年６月

期末の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

（ⅱ）単体の損益計算書上の経常損益につき２期（但し、中間期は含まない。）連続して損失を計上しないこ

と。

④ 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2027年９月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当第１

四半期会計期間末現在600,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項（ⅰ）から

（ⅱ）が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレ

ッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。

（ⅰ）単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2021年６月

期末の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

（ⅱ）単体の損益計算書上の経常損益につき２期（但し、中間期は含まない。）連続して損失を計上しないこ

と。
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⑤ 当社は、㈱三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2023年３月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当

第１四半期会計期間末現在390,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項（ⅰ）から

（ⅱ）が付されております。当該条項のいずれか１項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなりま

す。

また、当該条項のいずれかの同一項目に２期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。

（1）本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から３ケ月後の

応当日（決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しな

い場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。）の翌月以降、最初に到来する各

個別貸付の支払日の翌日（翌年の年度決算期の末日から３ケ月後の応当日（当該日を含む。）までに新規に

実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日）（当該日を含む。）から、翌年の年度決算期の末

日から３ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日（当該日を含む。）までの期

間につき、以下の通り変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵

触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。

変更後の「利率」＝原契約の「利率」＋0.5％

（2）借入人は当該抵触が判明した時点から２ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。ま

た担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。

（ⅰ）2016年６月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産

の部の合計額を、2015年６月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期

の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

（ⅱ）2016年６月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損

益の金額を０円以上に維持すること。

⑥ 当社は、㈱りそな銀行との間で、返済期限を2022年12月30日とする相対型コミットメントライン契約を締結

しており、当第１四半期会計期間末現在300,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条

項（ⅰ）から（ⅱ）が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱りそな銀行の当社に対する通知により、

当社は㈱りそな銀行に対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに本契約に基づき当社が支

払義務を負担する全ての金員を支払い、かつ、本契約は終了することとなります。

（ⅰ）本契約締結日以降の決算期（第二四半期を含まない）の末日における単体の貸借対照表における純資産の

部（資本の部）の金額を、前年同期比75％以上に維持すること。

（ⅱ）本契約締結日以降の決算期（第二四半期を含まない）の末日における単体の損益計算書に示される経常損

益を損失とならないようにすること。

※２ 偶発債務

保証債務

次の保証先について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

前事業年度
(2022年６月30日)

当第１四半期会計期間
(2022年９月30日)

（１）医療法人社団和五会の金融
機関からの借入に対する債務保証

30,000千円 30,000千円

（２）住宅購入者のためのつなぎ
融資に対する債務保証

42,300千円 27,970千円

(四半期損益計算書関係)

　※ 前第１四半期累計期間(自 2021年７月１日　至 2021年９月30日)及び当第１四半期累計期間

　 (自 2022年７月１日　至 2022年９月30日)

当社の売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第３、第４四半期会計期

間に集中しているため、第１、第２四半期会計期間における売上高に比べ第３、第４四半期会計期間の売上高が著

しく多くなるといった季節的変動があります。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの

償却額は、次のとおりであります。

前第１四半期累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年９月30日)

減価償却費 48,802千円 68,303千円

のれんの償却費 9,686千円 9,686千円

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 2021年７月１日　至 2021年９月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当金(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年９月28日
定時株主総会

普通株式 119,863 105.0 2021年６月30日 2021年９月29日 利益剰余金

当第１四半期累計期間(自 2022年７月１日　至 2022年９月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当金(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年９月29日
定時株主総会

普通株式 126,144 100.0 2022年６月30日 2022年９月30日 利益剰余金

　

(持分法損益等)

　

前事業年度
(2022年６月30日)

当第１四半期会計期間
(2022年９月30日)

関連会社に対する投資の金額 6,600千円 6,600千円

持分法を適用した場合の
投資の金額

225,077千円 225,588千円

前第１四半期累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年９月30日)

持分法を適用した場合の
投資利益の金額

5,051千円 6,742千円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間(自 2021年７月１日　至 2021年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期
損益計算書
計上額
(注)２建設事業

不動産
販売事業

建物管理
事業

介護事業 計

売上高

一時点で移転される財 311,003 － 172,492 43,644 527,140 － 527,140

一定の期間にわたり移転
される財

1,106,013 － 198,647 1,257,734 2,562,395 － 2,562,395

顧客との契約から生じる
収益

1,417,016 － 371,140 1,301,379 3,089,536 － 3,089,536

その他の収益 － － 496,131 1,500 497,631 － 497,631

外部顧客への売上高 1,417,016 － 867,272 1,302,879 3,587,168 － 3,587,168

セグメント間の
　内部売上高又は
　振替高

－ － － － － － －

計 1,417,016 － 867,272 1,302,879 3,587,168 － 3,587,168

セグメント利益又は損失
(△)

32,927 － 69,100 45,555 147,583 △149,075 △1,492

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△149,075千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

り主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。
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当第１四半期累計期間(自 2022年７月１日　至 2022年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期
損益計算書
計上額
(注)２建設事業

不動産
販売事業

建物管理
事業

介護事業 計

売上高

一時点で移転される財 203,394 － 207,545 50,762 461,702 － 461,702

一定の期間にわたり移転
される財

2,017,712 － 246,522 1,355,278 3,619,513 － 3,619,513

顧客との契約から生じる
収益

2,221,107 － 454,068 1,406,040 4,081,216 － 4,081,216

その他の収益 － － 492,321 1,500 493,821 － 493,821

外部顧客への売上高 2,221,107 － 946,389 1,407,540 4,575,037 － 4,575,037

セグメント間の
　内部売上高又は
　振替高

－ － － － － － －

計 2,221,107 － 946,389 1,407,540 4,575,037 － 4,575,037

セグメント利益 66,977 － 92,430 55,435 214,844 △135,756 79,087

(注) １．セグメント利益の調整額△135,756千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり主に報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりです。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年９月30日)

１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期純損失（△）

△15円56銭 20円74銭

(算定上の基礎)

四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) △17,757 26,139

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失(△)(千円)

△17,757 26,139

普通株式の期中平均株式数(千株) 1,141 1,260

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年11月９日

工藤建設株式会社

取締役会 御中

監査法人ＦＲＩＱ

　東京都千代田区

指定社員
業務執行社員

公認会計士 外 山 千加良

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士 山 本 毅

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている工藤建設株式会

社の2022年７月１日から2023年６月30日までの第52期事業年度の第１四半期会計期間（2022年７月１日から2022年９月

30日まで）及び第１四半期累計期間（2022年７月１日から2022年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、工藤建設株式会社の2022年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなか

った。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

　



められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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